
(57)【要約】

【目的】  市販の清涼飲料水を原料液とし、この液に杉

の花のエキスを混入することにより飲料水としての味を

味わいつつ、花粉症の治療を図ることにある。

【構成】  霊芝エキス、リンゴ酢、米酢、ハチミツ、果

糖、酸味料、リンゴ果汁、海藻エキス、甘味料、ハーブ

エキス、クロレラエキス、ローヤルゼリー、ニンニクエ

キス、朝鮮人参エキス等よりなる清涼飲料水に、杉の花

から抽出した杉の花のエキスを混ぜ合せることを特徴と

した、花粉症の治療に有効な清涼飲料水の製造方法。
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＊【特許請求の範囲】

【請求項１】  霊芝エキス、リンゴ酢、米酢、ハチミ

ツ、果糖、酸味料、リンゴ果汁、海藻エキス、甘味料、

ハーブエキス、クロレラエキス、ローヤルゼリー、ニン

ニクエキス、朝鮮人参エキス等よりなる市販の清涼飲料

水に、杉の花の部分から抽出した杉の花のエキスを混ぜ

合せて製造したことを特徴とする、花粉症の治療に有効

な清涼飲料水の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は霊芝エキス、リンゴ酢、

米酢、ハチミツ、果糖、酸味料、リンゴ果汁、海藻エキ

ス、甘味料、ハーブエキス、クロレラエキス、ローヤル

ゼリー、ニンニクエキス、朝鮮人参エキス等よりなる市

販の清涼飲料水を原料水とし、この原料水に杉の花の部

分から抽出した杉の花のエキスを混入して製造すること

を特徴とした、清涼飲料水の製造方法に関するものであ

る。

【０００２】

【従来の技術】従来、霊芝エキス、リンゴ酢、米酢、ハ

チミツ、果糖、酸味料、リンゴ果汁、海藻エキス、甘味

料、ハーブエキス、クロレラエキス、ローヤルゼリー、

ニンニクエキス、朝鮮人参エキス等よりなる市販の清涼

飲料水は、多少の差異はあったとしても健康飲料水とし

て市場に繁乱し出廻っている状態であるが、何れも之を

使用することによって一時的に涼味を味わう程度に過ぎ

ない飲料水であった。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】本発明は之等の市販の

清涼飲料水を構成している霊芝エキス、リンゴ酢、米

酢、ハチミツ、果糖、酸味料、リンゴ果汁、海藻エキ

ス、甘味料、ハーブエキス、クロレラエキス、ローヤル

ゼリー、ニンニクエキス、朝鮮人参エキス等を原料液と

して利用し、この原料液中に杉の花の部分から抽出した

杉の花のエキスを混ぜ合すことにより、上記原料液を単

に清涼飲料としてのみ使用するのでなく花粉症の治療効

果をも発揮させるようにしたものである。

【０００４】

【課題を解決するための手段】即ち、霊芝エキス、リン

ゴ酢、米酢、ハチミツ、果糖、酸味料、リンゴ果汁、海

藻エキス、甘味料、ハーブエキス、クロレラエキス、ロ

ーヤルゼリー、ニンニクエキス、朝鮮人参エキス等より

なる市販の清涼飲料水に、杉の花の部分から抽出した杉

の花のエキスを混合して製造する様にしたものである。

【０００５】

【作用】本発明に係る花粉症の治療に有効な清涼飲料水

の製造方法は、上記の様に霊芝エキス、リンゴ酢、米

酢、ハチミツ、果糖、酸味料、リンゴ果汁、海藻エキ

ス、甘味料、ハーブエキス、クロレラエキス、ローヤル

ゼリー、ニンニクエキス、朝鮮人参エキス等よりなる市

販の清涼飲料水を原料液とし、之に杉の花のエキスを混

ぜ合せて製造するものであるから、製品としての清涼飲

料水は一般清涼飲料水と同じく、之を使用することによ

り涼味を味わいつつ花粉症をも治療することが出来るか

ら、清涼飲料水として大きな効果を発揮することが出来

るものである。

【０００６】

【実施例】本発明に係る花粉症の治療に役立つ清涼飲料

水の製造方法の一実施例を説明すれば下記の通りであ

る。

【０００７】先ず、上記市販の清涼飲料水１．８リット

ルに、２月下旬から３月下旬の杉の花を切り取って５ｃ

ｍに切断したもの１２０ｇを約１ケ月間滲漬して、杉の

花のエキスと混ぜ合せてから、この杉の花のエキスを含

有した液を水で７倍から１０倍位に薄めて、１日コップ

１乃至２杯位継続して飲用するときは、翌年の杉の花の

花粉が発生する頃には花粉症は治療されるものである。

【０００８】

【発明の効果】本発明は上記の様に市販の清涼飲料水を

原料水とし、この原料水の適量に２月から３月下旬頃に

採取した杉の花から抽出したエキスの適量を混ぜ合せた

清涼飲料水で、之を１日にコップ１杯乃至２杯を継続し

て飲用すれば、１年後の２月乃至３月頃には花粉症が再

発することなく治療されることが、この清涼飲料水を使

用した数多くの人からの効能からも立証されている。

【０００９】一例を示せば下記の通りである。或る４０

歳になる女性は６年間も花粉症に苦しめられていたが、

平成３年１１月頃から本発明に係る清涼飲料水を１日コ

ップに１杯乃至２杯継続して飲用したところ、平成４年

には一度も病院へ行くことなく全治したとのことであ

る。


